
お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

65歳未満の方で、年金（基本月額）が28万円以下、賃金（総報酬月額相当額）が47万円以下の場合を一例
として、在職停止額計算シートを掲載しましたので参考にしてください。

地共済年金情報Webサイトをご活用ください地共済年金情報Webサイトをご活用ください

※２　 住所や名前を変更された方で、共済
組合に異動の届出をされていない方
は閲覧ができませんので、変更の
手続をお願いします。

◆閲覧までのおおまかな流れ

地共済年金情報Webサイトにアクセス
https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/❶

ご利用申込み（※2）

（基礎年金番号・氏名・生年月日・パスワード等を入力）❷

ユーザＩＤ通知書に記載された「ユーザＩＤ」と、ご利用申込み時に登録しました
「パスワード」を入力し、ログインしてください。

閲覧の際に必要となる「ユーザＩＤ」が記載された「ユー
ザＩＤ通知書」が郵送されます。❸

年金（基本月額） ａ÷12＝　　　　　　　　円…①

老齢厚生年金額の年額
（加給年金額・経過的加算額・繰下げ加算額を除く） 円…ａ
賃金（総報酬月額相当額） ｃ＋（ｂ×1／ 12）＝　　　　　　　　円…②
過去１年間の賞与の総額 （６月） 円

（12月） 円

小計 円…ｂ
再就職した勤務先での標準報酬月額  円…ｃ

〔年金（基本月額）が28万円以下、賃金（総報酬月額相当額）が47万円以下の場合〕

①＋②－28万円
×12＝

２
　　　　　　　　　円　老齢厚生年金　在職停止額（年額）

老齢厚生年金　在職停止額　計算シート

●閲覧できる内容
　①年金加入履歴・加入期間
　②保険料納付済額
　③標準報酬月額等
　④年金見込額（※1）

　⑤給付算定基礎額残高履歴

●利用できる方
　①組合員
　②組合員であった方
●ご利用時間
　毎日24時間365日
　（サーバーのメンテナンス時を除く。）

※１　 年金見込額は、確認時点の
就業状態、給与額、賞与額
等をベースに、法律で定め
られた年齢での年金受給
額等を試算しているため、
実際の金額と異なります。

全国市町村職員共済組合連合会 年金部年金企画課 ☎03-5210-4607 9時～17時（土・日・祝日を除く）
相談窓口（Ｗｅｂサイト用）
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